
亀 山 市 告 示 第 ５ ８ 号  

亀 山 市 肺 炎 球 菌 予 防 接 種 費 用 助 成 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告

示 を 次 の と お り 定 め る 。  

令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 肺 炎 球 菌 予 防 接 種 費 用 助 成 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す

る 告 示  

 

亀 山 市 肺 炎 球 菌 予 防 接 種 費 用 助 成 金 交 付 要 綱 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市

告 示 第 ４ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ３ 条 た だ し 書 中 「 定 期 の 予 防 接 種 」 の 次 に 「 （ 以 下 「 定 期 予 防

接 種 」 と い う 。 ） 」 を 加 え る 。  

第 ５ 条 第 １ 項 中 「 肺 炎 球 菌 予 防 接 種 費 用 助 成 金 交 付 請 求 書 （ 様 式

第 １ 号 ） に 肺 炎 球 菌 予 防 接 種 費 領 収 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） 又 は 予 防 接 種

を 受 け た 医 療 機 関 が 発 行 す る 領 収 書 そ の 他 の 当 該 予 防 接 種 に 係 る 支

払 額 が 確 認 で き る 」 を 「 次 に 掲 げ る 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の た だ し 書

を 加 え る 。  

た だ し 、 過 去 に 定 期 予 防 接 種 に お い て 予 防 接 種 を 受 け た こ と が

あ る 者 又 は 助 成 金 の 交 付 請 求 を 行 っ た こ と が あ る 者 に つ い て は 、

第 ２ 号 に 掲 げ る 書 類 の 添 付 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

第 ５ 条 第 １ 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。  

（ １ ） 肺 炎 球 菌 予 防 接 種 費 用 助 成 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 肺

炎 球 菌 予 防 接 種 費 領 収 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） 又 は 予 防 接 種 を 受 け た

医 療 機 関 が 発 行 す る 領 収 書 そ の 他 の 当 該 予 防 接 種 に 係 る 支 払 額

が 確 認 で き る 書 類  

（ ２ ） 医 師 の 意 見 書 （ 慢 性 心 疾 患 、 慢 性 呼 吸 器 疾 患 、 慢 性 腎 不 全 、

糖 尿 病 、 肝 臓 病 等 の た め に 予 防 接 種 を 受 け る こ と が 必 要 で あ る

と 認 め た も の ）  

附  則  



 こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


